
今年度、本校の児童生徒が、放課後等デイサービス

や日中一時で利用した施設をご紹介いたします。 

（延岡） 

・あるたす       ・エール   

・おやこの森      ・さくら園  

・ＳＵＮクラブひまわり ・のぞみ園  

・はーと介護      ・はまゆう園  

・ひかり学園      ・ふうせん  

・やわらぎの里     ・ゆりかご  

（門川、日向） 

・さくらんぼ保育園   ・そよ風らんど  

・白浜学園  

（高千穂） 

 ・一歩会  

 

延岡しろやま支援学校 地域教育支援センター情報 
 

 
  

 

 

この度、１２月末にお配り致しました、地域教育支援センター情報「にじいろ」の１月の予定に誤りがありました。 

保護者の皆さまには、大変ご迷惑をおかけしたことと存じます。申し訳ありませんでした。再度、お配りさせていた

だきますので、よろしくお願い致します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回は、１学期に紹介した相談支援事業所等の利用開始までの流れについて説明します。利用を検討されている方やご存じ

でなかった方も参考にしていただき、より一層、「つながる」支援に活かしていただければと思います。 

〈利用開始までの流れ〉 

 
 
 
 
 
 
 
  

①障がい福祉課窓口または相談支援事業者に相談します。②市から利用者へサービス等利用計画案の提出を依頼します。（市

→利用者）③障がい者または障がい児の保護者と面接し、心身の状況や生活環境などについて調査します。また、利用を希望

されるサービスによっては医師の意見書が必要です。④調査の結果と医師の診断結果をもとに、どのくらいのサービスが必要

な心身の状態かが審査会で認定されます。⑤指定特定（障害児）相談支援事業者を選択・契約し、サービス等利用計画案作成

を依頼します。⑥サービス等利用計画案を提出します。⑦指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画案等を勘

案し支給決定が行われ、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。⑧サービス担当者会議が行われます。⑨利用計画案

が作成されます。⑩サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。⑪利用事業者に受給者証を提示して希

望するサービスを利用します。⑫支給決定後のサービス等利用計画について、一定期間ごとのモニタリングを行います。 

 
 
 
 

平成２９年度 12月号（改訂版）  
延岡しろやま支援学校  
こども支援部 

◇ １月の予定 ◇ 

●  ９日 たいよう中学部集会 ・ PTA手話学習会 

● １０日 初任者研修・巡回療育相談 

     放課後活動｛作・作｝ 

● １１日 身体測定 

● １２日 身体測定 ・ たいよう高等部３年 市役所との面談 

● １５日 身体測定 ・ 療育等支援事業「ことばの教室」 

● １６日 身体測定 ・ PTA手話学習会 

● １７日 初任者研修 ・ たいよう中学部給食講話 

● １８日 たいよう小学部 体育 

● １９日 たいよう高等部 チャレンジ検定 

        視覚支援巡回相談 ・ 成人を祝う会会場設営 

● ２１日 成人を祝う会 

● ２２日 療育等支援事業「ことばの教室」 

● ２３日 PTA手話学習会 ・ ひかり学園との連絡会 

● ２４日 初任者研修 ・ 放課後活動「作・作」 

● ２６日 わかあゆ部門PTA 

● ３０日 PTA手話学習会 

● ３１日 初任者研修 

 

＊福祉サービス利用計画やモニタリングは、適宜開催しています。 

＊来校相談、個別相談などはお問合せください。 

[連絡・問合せ先] 

○延岡しろやま支援学校      ○地域教育支援センター 

TEL  0982‐29‐3715    【直通】  

FAX  0982‐29‐3716    TEL  0982‐29‐3714 

 
 
 

施設について、もっと詳しく知りた

いという保護者の方がおられまし

たら、相談棟までお越しください。 

②利用計画案
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